
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年７月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１２１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年６月２３日 ２３時００分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位００５°３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３１.１′ 東経１３３°４４.３′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 治田
は る た

丸、２２６トン 

   １４０２４５、内海曳船株式会社 

Ｂ 引船 あき丸、１９５トン 

   １３５９９３、三洋海事株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾係留索用シャックルに曲損 

Ｂ 左舷船首部外板に小破口 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、水島港内で出港補助作業を終

え、水島港東部の東公共物揚場の係留場所（以下「本件係留場所」と

いう。）に向かった。 

 Ａ船は、船尾着けをしている他の係留船の間に船尾着けするため、

船首尾に係留要員各２人を配置に就け、本件係留場所から西方１００

ｍ付近で船首両舷の錨を投入し、後進微速力の４～５ノットで航行し

た。 

 Ａ船は、船尾右舷方に係留していたＢ船と船尾左舷方に係留してい

た僚船との間の約１０ｍの隙間に向かい、Ｂ船と僚船に接近したの

で、機関を前進としたが、平成２４年６月２３日２３時００分ごろ、

水島港西１号防波堤灯台から真方位００５°３Ｍ付近において、Ａ船

の右舷船尾部とＢ船の左舷船首部が衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、互いの損傷状況を確認し、共に運航に支障がない

ことを確認した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、本事故当時、周囲が暗く、日中に比べて距離が確実に把

握できなかったので、船体を停止する操作が遅れた。 

 Ａ船は、岸壁の係留索につなぐために右舷船尾部に垂らしていた直



 

径約１０cm のシャックルが、Ｂ船の左舷船首フェンダーの下に当たっ

た。 

 本件係留場所には、本事故当時、引船や内航船などの１５～１６隻

が船尾着けで舷を接して係留していた。 

 Ａ船は、ふだんからフェンダーを出して他船と接触しながら着岸し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、水島港において、船尾着けする作業中、後進行きあしの制

御が適切でなかったことから、Ａ船の右舷船尾部と係留中のＢ船の左

舷船首部が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、水島港において、船尾着けする作業中、

後進行きあしの制御が適切でなかったため、Ａ船の右舷船尾部と係留

中のＢ船の左舷船首部が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、係留配置の要員と連絡を密に行うこと。 

・岸壁の係留索につなぐシャックルは、船内に取り込んでおくこ

と。 

 


